
登
録
番
号

登
録
年
月
日

登
録
を
受
け
た
者
の
氏
名
又

は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法

人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表

者
の
氏
名

登
録
を
受
け
た
者
が

調
査
業
務
を
行
う
区

分
の
名
称

登
録
を
受
け
た
者
が
調

査
業
務
を
行
う
事
業
所

の
名
称
及
び
所
在
地

第
三
十
六

号

平
成
二
十
四
年

十
一
月
一
日

株
式
会
社
先
進
知
財
総
合
研

究
所

東
京
都
港
区
芝
四
丁
目
４
番

１
０
号

代
表
取
締
役

児
玉

皓
雄

三

先
行
技
術
調
査

（
材
料
分
析
）

三
六

先
行
技
術
調

査
（
デ
ジ
タ
ル
通

信
）

三
七

先
行
技
術
調

査
（
映
像
機
器
）

株
式
会
社
先
進
知
財
総

合
研
究
所

東
京
本
社

東
京
都
港
区
芝
四
丁
目

４
番
１
０
号

関
西
支
社

京
都
府
京
都
市
中
京
区

車
屋
町
通
御
池
下
る
梅

屋
町
３
６
１
番
１

平成™›年˜˜月˜™日 月曜日 第œ ™œ号官 報

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
千
二
百
七
十
六
号

船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
第
六
条
ノ
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
九
日
付
け

を
も
っ
て
、
次
の
よ
う
に
整
備
規
程
を
認
可
し
た
の
で
、
船
舶
安
全
法
の
規
定
に
基
づ
く
事
業
場
の
認
定
に
関
す
る
規

則
（
昭
和
四
十
八
年
運
輸
省
令
第
四
十
九
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
二
日

国
土
交
通
大
臣

羽
田
雄
一
郎

整
備
規
程

認
可
番
号

整
備
規
程
の
名
称

氏
名
又
は
名
称

住
所

第
2
2号

藤
倉
ゴ
ム
工
業
株
式
会
社
膨
脹
式

救
命
い
か
だ
Ｆ
Ｒ
Ｎ
`
Ｓ
Ｎ
`
3
7

Ｄ
，
3
5Ｄ
，
3
0Ｄ
型
用
整
備
規
程

藤
倉
ゴ
ム
工
業
株
式
会
社

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
５
番

７
号

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
千
二
百
七
十
五
号

船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
第
六
条
ノ
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
九
日
付
け

を
も
っ
て
、
次
の
よ
う
に
整
備
規
程
を
認
可
し
た
の
で
、
船
舶
安
全
法
の
規
定
に
基
づ
く
事
業
場
の
認
定
に
関
す
る
規

則
（
昭
和
四
十
八
年
運
輸
省
令
第
四
十
九
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
二
日

国
土
交
通
大
臣

羽
田
雄
一
郎

整
備
規
程

認
可
番
号

整
備
規
程
の
名
称

氏
名
又
は
名
称

住
所

第
2
1号

藤
倉
ゴ
ム
工
業
株
式
会
社
膨
脹
式

救
命
い
か
だ
Ｆ
Ｒ
Ｎ
`
Ｓ
Ｎ
`

3
7，

3
5，

3
0型
用
整
備
規
程

藤
倉
ゴ
ム
工
業
株
式
会
社

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
５
番

７
号

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
千
二
百
七
十
三
号

船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
第
六
条
ノ
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
九

日
付
け
を
も
っ
て
次
の
よ
う
に
型
式
承
認
を
し
た
の
で
、
船
舶
等
型
式
承
認
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
運
輸
省
令
第
五
十

号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
二
日

国
土
交
通
大
臣

羽
田
雄
一
郎

型
式
承
認

番
号

物
件
の
名
称

物
件
の
型
式

製
造
者
の
名
称

製
造
者
の
住
所

第
5
0
9
3号

自
動
離
脱
装
置

（
救
命
い
か
だ
用
）
Ｍ
Ｓ
Ｋ
`
0
0
5Ｒ
型

ア
ー
ル
・
エ
フ
・

デ
ィ
ー
・
ジ
ャ
パ
ン

株
式
会
社

神
奈
川
県
横
浜
市
中
区
新
山
下

３
丁
目
７
番
2
4号

第
5
0
9
4号

〃
Ｍ
Ｓ
Ｋ
`
0
0
8Ｒ
型

〃
〃

〇
特
許
庁
告
示
第
十
九
号

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
三
十
七
条
の
規
定
に
基
づ

き
次
の
と
お
り
登
録
を
行
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
公

示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
二
日

特
許
庁
長
官

深
野

弘
行

〇
経
済
産
業
省

国
土
交
通
省

環

境

省
告
示
第
九
十
九
号

特
定
特
殊
自
動
車
排
出
ガ
ス
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
平
成
二
十
四
年
八
月
三
十
一
日
次
の
と
お
り
特
定
特
殊
自
動
車
の
型
式
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四

項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
二
日

経
済
産
業
大
臣

枝
野

幸
男

国
土
交
通
大
臣

羽
田
雄
一
郎

環
境
大
臣

長
浜

博
行

型
式
届
出
番
号

特
定
特
殊
自
動
車
の

車
名
及
び
型
式

特
定
原
動
機
の

型
式

届
出
事
業
者
の
氏
名

又
は
名
称

届
出
事
業
者
の
住
所

Ｎ
Ｖ
`
1
0
6
0

古
河

Ｊ
Ｔ
Ｈ

2
2
0
0

Ｒ
`
Ô

Ｑ
Ｓ
Ｂ

4
.
5
`
３

Ｂ
古
河
ロ
ッ
ク
ド
リ
ル
株

式
会
社

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
一

丁
目
５
番
３
号

〇
経
済
産
業
省

国
土
交
通
省

環

境

省
告
示
第
九
十
八
号

特
定
特
殊
自
動
車
排
出
ガ
ス
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
平
成
二
十
四
年
八
月
三
十
一
日
次
の
と
お
り
特
定
特
殊
自
動
車
の
型
式
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四

項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
二
日

経
済
産
業
大
臣

枝
野

幸
男

国
土
交
通
大
臣

羽
田
雄
一
郎

環
境
大
臣

長
浜

博
行

型
式
届
出
番
号

特
定
特
殊
自
動
車
の

車
名
及
び
型
式

特
定
原
動
機
の

型
式

届
出
事
業
者
の
氏
名

又
は
名
称

届
出
事
業
者
の
住
所

Ｎ
Ｖ
`
1
0
5
9

キ
ャ
タ
ピ
ラ
ー

3
0
8

Ｅ
Ｓ
Ｒ

Ｖ
3
3
0
7
`
Ｄ
Ｉ
`

Ｔ
`
Ｋ
Ｄ
Ｎ

キ
ャ
タ
ピ
ラ
ー
ジ
ャ
パ

ン
株
式
会
社

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四

丁
目
1
0番
１
号

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
千
二
百
七
十
四
号

船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
第
六
条
ノ
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
九

日
付
け
を
も
っ
て
次
の
よ
う
に
型
式
承
認
を
し
た
の
で
、
船
舶
等
型
式
承
認
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
運
輸
省
令
第
五
十

号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
二
日

国
土
交
通
大
臣

羽
田
雄
一
郎

型
式
承
認

番
号

物
件
の
名
称

物
件
の
型
式

製
造
者
の
名
称

製
造
者
の
住
所

第
5
1
3
6号

救
命
浮
器
（
膨
脹

式
）（
船
舶
救
命
設

備
規
則
第
5
7条
第

３
項
の
規
定
に
基

づ
き
ロ
ー
ル
オ

ン
・
ロ
ー
ル
オ
フ

旅
客
船
に
備
え
付

け
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
）

Ｆ
ｅ
ｒ
ｒ
ｙ
ｍ
ａ
ｎ

5
0

R
F
D

L
im

ite
d

K
in
g
sw

a
y
,
D
u
n
m
u
rry

,
B
e
-

lfa
st

B
T
1
7
9
A
F
,
N
o
rth

e
rn

Ire
la
n
d
,
U
n
ite

d
K
in
g
d
o
m

o
f
G
re
a
t
B
rita

in
a
n
d
N
o
r-

th
e
rn

Ire
la
n
d

第
5
1
3
7号

〃
Ｆ
ｅ
ｒ
ｒ
ｙ
ｍ
ａ
ｎ

1
0
0

〃
〃

œ
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